
事務事業評価の評価結果について（平成２９年度の事業に対する評価）
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所見

秘書課
秘書一般
関係事業

市長及び副市長のために円滑な
公務の執行が図られるようサ
ポートします。
関係各種団体及び個人のために
交際費の支出、後援名義の使用
許可、市長会関係事務などを通
じた円滑な市政の推進を図りま
す。

市長及び副市
長の日程調整
に係るダブル
ブッキング及
び連絡漏れの
件数

市長及び副市長と関係各
種団体等との連絡調整
（行事等参加に係る日程
調整や内外部との協議
等）を迅速に行うこと
が、円滑な市政運営につ
ながるため、ダブルブッ
キング及び連絡漏れが発
生しないよう当該件数を
指標とします。

0件 0件

即時即応を目指し、担当
間や担当部局と密に連絡
を取り合うことで確実に
スケジュール管理を行っ
た。

4

担当職員間での連携を意
識し、情報共有を進める
ことで迅速に事務処理を
行うことができた。交際
費の支出、後援名義の使
用許可などの事務事業も
適正に執行し、円滑な市
政運営に寄与することが
できました。

現状維持

当該事務事業は、市長及
び副市長の円滑な公務執
行のために必要不可欠な
事業であり、内部管理が
主となる事業であるが、
今後も適正かつ効率的な
事務処理を心がけ、市長
及び副市長の意思決定が
スムーズに行えるよう秘
書業務を進めていきま
す。

政策課
企画事務
関係事業

所管業務の円滑な推進を図るた
め、庶務関係経費の効率的な執
行を行うとともに、事業推進交
際費の総括として、各担当課へ
の予算調整を行い、取扱い基準
に基づく適正な執行を行いま
す。

需用費等事務
用経費の執行
抑制

効率的な事業推進を図り
つつ事務経費の削減を図
り、需用費等の事務用経
費の支出を抑制します。

用紙の裏面再利用や
コピーの削減などに
より、経費の抑制を
図ります。
また、関係所管と調
整し、適正かつ効果
的な交際費の執行を
図ります。

カラープリンター用消耗
品の一括購入など、効率
的な予算の執行に努めま
した。
交際費について、予算配
分だけでなく、効果的な
執行となるよう調整を行
いました。

4

　庶務関係経費の適正な
執行管理に努めるととも
に、事業推進交際費につ
いては、取扱基準に基づ
く適正な執行を行うこと
ができました。

現状維持

今後も、カラープリン
ター用消耗品の一括購入
や、資料の作成部数の精
査などにより経費の抑制
に努めながら、適正な事
業推進を図ります。

政策課
企画事務
事業

本市のまちづくりの進捗状況と
課題を明らかにするため、総合
計画後期基本計画の進捗管理を
行うとともに、市民へのユニ
バーサルデザインの浸透に取り
組み、参加と協働のまちづくり
を推進します。また、平成３０
年度からの本市のまちづくりの
方向性を示すため、次期総合計
画を策定します。

また、平成27年度に策定した津
市まち・ひと・しごと創生人口
ビジョン・総合戦略に基づき、
地方創生の取組も進めていきま
す。

総合計画の適
正な進捗管理

　総合計画に位置付けら
れている各事業の実施状
況を適正に把握すること
でより着実なまちづくり
の推進を図ります。

ユニバーサルデザイ
ンのまちづくりなど
の事業を着実に推進
するとともに、総合
計画及び津市まち・
ひと・しごと創生総
合戦略の適正な進捗
管理と次期総合計画
の策定、新市まちづ
くり計画の変更に向
けた取組を進めま
す。

・総合計画後期基本計画
の進行管理やユニバーサ
ルデザインの周知、啓発
を行った。
・また、次期総合計画の
策定に向けた意見交換会
やパブリックコメントを
実施し、平成29年12月
に津市総合計画基本構
想・第2次基本計画を策
定した。
・津市まち・ひと・しご
と創生人口ビジョン・総
合戦略の進行管理及び地
方創生関係交付金の取り
まとめを行った。
・合併特例事業債の有効
活用のため、新市まちづ
くり計画の変更を行っ
た。

4

　津市総合計画審議会で
の審議、津市議会での議
論などを踏まえ、平成30
年度からを計画期間とす
る新しい総合計画を策定
することができた。
　また、必要に応じ公共
施設等の除却等に合併特
例事業債が活用できるよ
う、新市まちづくり計画
の変更を行った。

拡充・充
実

　高校生への市政インタ
ビュー、意見交換会、パ
ブリックコメントを通じ
て、市民や団体からの意
見をとりまとめ、市民の
声を反映しながら新しい
総合計画を策定すること
ができた。新しい総合計
画に掲げた将来像「笑顔
があふれ幸せに暮らせる
県都　津市～夢や希望、
明るい未来が広がるまち
へ～」を実現するべく、
進捗管理を行っていく。
　また、ユニバーサルデ
ザインのまちづくりに向
けたより一層の意識の向
上を図るとともに、津市
まち・ひと・しごと創生
人口ビジョン・総合戦略
に基づき、地方創生の取
組も進めていく。

政策課
公平委員
会関係事
業

職員の勤務条件に関する措置の
要求及び職員に対する不利益処
分を審査し、並びにこれについ
て必要な措置を講ずるために、
地方自治法第202条の2第2項
及び地方公務員法に定める公平
委員会の円滑な運営を行いま
す。

審査及び措置
要求への迅速
かつ適正な対
応

日頃から全国公平委員会
連合会等が主催する研修
会等を通じて情報収集、
調査研究、知識の向上を
図り、審査及び措置要求
があった際に、迅速で適
正な対応を行います。

全国公平委員会連合
会等が主催する研修
会等へ出席し、情報
収集、調査研究、知
識の向上に努め、審
査要求等があった場
合には迅速で適正な
対応を行います。

　全委員が１回以上研修
会に出席し、情報収集、
調査研究、知識の向上を
図ることができました。
　また、不利益処分の審
査請求に対し、委員会に
おいて審査し裁決を行い
ました。

4

　地方自治法第202条の
2第2項及び地方公務員法
の定めるところにより、
職員の勤務条件に関する
措置の要求及び職員に対
する不利益処分の審査に
適切に対応できるよう知
識の習得や情報収集等を
行いました。
　また、不利益処分の審
査請求に対し、委員会に
おいて審査し採決を行い
ました。

現状維持

今後においても、研修会
等への出席により情報収
集、調査研究、知識の向
上を図るとともに、事案
の申請にあっては、適切
な審査対応を図ります。

所管課長等による評価

課等名 中事業名 事業の目的

成果指標（平成29年度） 事業の評価
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東京事務所
東京事務
所管理運
営事業

Ａ．本市・三重県出身者の勤務
する首都圏の企業、省庁等や、
本市に本社・支社・工場等を置
く企業等に対して、市の工業用
地に関する情報の提供を行うと
ともに、首都圏に本社機能を置
く企業の動向等（主に工場等の
新設に関すること）や中央省庁
における政策的な情報の収集を
行い、本市の首都圏における情
報送受信のアンテナのしての役
割を担います。

Ｂ．首都圏の住民、企業全般に
対し、本市の観光・物産情報の
紹介や、企業訪問等により津市
のＰＲを行い、知名度の向上と
誘客、企業の立地の促進を図り
ます。

情報収集活動
数

　シティプロモーション
全般のクオリティ内容を
担当部局で評価・整理を
行うことに伴い、従前の
首都圏におけるイベント
実施に係る指標を見直
し、省庁や本社機能を有
する首都圏立地企業等か
らの情報収集・提供活動
を活動指標として設定し
ます。

500件 287件

　継続的な情報収集
活動に伴う有益かつ
時宜・迅速な情報を
関係部局へ提供する
ことで、市政策に効
果的に反映し、持続
的な市潜在力の向上
につなげます。

年９回の「つデイ」及び
その他の情報発信イベン
トを行うとともに、効率
的に企業訪問等を行うこ
とによって、継続的な情
報収集・提供活動を行
い、市政策への反映が図
られたと考えます。

4

　「つデイ」をはじめ、
首都圏における公共施設
等を活用したシティープ
ロモーションにより市Ｐ
Ｒと観光・物産の周知に
一定度努めることができ
ました。また、省庁や本
社機能を有する首都圏立
地企業等からの情報収
集・提供活動は堅持・継
続して行うことができま
した。

現状維持

「つデイ」をはじめ、首
都圏での公共施設等や各
種イベントを活用して、
市PRや観光・物産振興に
資するシティプロモー
ションを継続していきま
す。また、省庁や本社機
能を有する首都圏立地企
業等からの情報収集・提
供活動は堅持・継続しつ
つ、その対象範囲を拡充
していくことで市施策に
有用かつ企業誘致・設備
投資等につながるよう多
角的な情報収集を行って
いきます。

広報課
広報事務
事業

　市政や各種事業・イベント情
報などを市民にお知らせするた
め、広報紙、ホームページ、
Facebook、ケーブルテレビ、
ラジオ等の各種広報媒体を活用
し発信します。また、本市の魅
力を積極的かつ効果的に情報発
信するため、国内はもちろん世
界も視野に入れたシティプロ
モーション事業を展開します。

分かりやすく
親しみのある
広報活動、全
国等に向けた
シティプロ
モーション活
動

　市政や各種事業・イベ
ント情報などを市民にお
知らせするため、広報
紙、ホームページ、
Facebook、ケーブルテ
レビ、ラジオ等の各種広
報媒体を通じ、発信する
とともに、本市の魅力を
積極的かつ効果的に情報
発信するため、全国をは
じめ世界も視野に入れた
シティプロモーション活
動を展開します。

　各種広報媒体を通
じた情報発信を行う
とともに、積極的か
つ効果的なシティプ
ロモーション活動を
展開します。

　各種広報媒体を通じた
情報発信を行うととも
に、積極的かつ効果的な
シティプロモーション活
動が展開できました。

4

　広報紙、ホームペー
ジ、Facebook、ケーブ
ルテレビなどさまざまな
広報媒体を通じた情報発
信並びに報道機関への資
料提供を行いました。ま
た、プロモーションビデ
オの活用、津市産業・ス
ポーツセンター「サオ
リーナ」のオープンに向
けたＰＲや、県内で初め
て国宝建造物に指定され
た高田本山専修寺の御影
堂・如来堂のＰＲをきっ
かけに、本市の多くの魅
力や住みやすさなど、積
極的かつ効果的なシティ
プロモーション活動を展
開し、目標に掲げる広報
業務を行うことができま
した。
　引き続き、それぞれの
広報媒体の特性を生かし
た情報発信を行うととも
に、さらなるシティプロ
モーション活動を推進し
ます。

拡充・充
実

　広報業務においては、
常に正確な情報が求めら
れているとともに市民目
線に立った情報を発信す
る必要があります。引き
続き、広報紙、ホーム
ページ、Facebook、
ケーブルテレビなど、そ
れぞれの広報媒体の利点
や特性を生かしつつ、市
民のニーズに沿った広報
業務を実施していきま
す。
　さらに既存の広報業務
とともにシティプロモー
ション活動を展開し、本
市の魅力を世界に視野を
広げ情報を発信します。

財政課
財政事務
事業

財政健全化法に基づく健全化判
断比率の算定や新たな公会計制
度へ対応を進めるなど、財政状
況の公表に努めるとともに、健
全な財政運営のための予算編
成、財政考査等を行います。

経常収支比率

経常収支比率とは、毎年
恒常的に支出される経費
を継続的・安定的に確保
可能な収入で除したもの
で、この比率が低いほど
ゆとりのある財政状況を
表すものです。平成23年
度における当該比率の全
国平均は92.6％で全国的
に上昇傾向となってお
り、本市も含め、非常に
厳しい財政状況が続いて
いますが、健全財政の維
持とまちづくりへの投資
を両立する観点から成果
指標としました。

92.50% 94.90%
平成29年度においても、
経常収支比率の比率が高
くなっています。

2

　成果指標として設定し
た「経常収支比率」の数
値は、前年と比較して上
昇しており、目標値を達
成することができません
でした。
　また、当初予算の内
容、決算分析や財政状況
などについて、市広報、
ケーブルテレビ、ホーム
ページを通じて、市民の
方々に周知を行いまし
た。

現状維持

　予算編成方法の検証や
改善、適正な予算の執行
管理を通じて、健全で安
定した財政運営に努めま
す。
　また、財政状況等の公
表については、引き続
き、各種広報媒体を活用
して、分かりやすく市民
の方々にお知らせしてい
きます。
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市民税課
税務総務
事業

　津税務署や県税事務所等の税
務関係機関との連携のもと、各
種研修会への職員派遣、税三課
一室での研修事業を実施するな
ど、税務職員の資質の向上によ
り、適切な賦課徴収に努めま
す。
　また、三重地方税管理回収機
構との連携により、滞納整理業
務を中心とした税業務を推進し
ます。

高い税務専門
能力と優れた
行動力を備え
た職員の育成

市民目線にたって業務を
推進するため、高い税務
専門能力を備えた職員の
育成が必要なことから、
研修参加者数を指標とし
ます。

580人 613人

内外、専門を問わず研修
を受講することができ、
職員の能力向上が図ら
れ、接遇や課税実績につ
なげることができた。

4

　内外の研修会への積極
的な参加により職員の賦
課徴収能力の向上が図ら
れるとともに、税務関係
機関との密接な連携のも
と、適正かつ効率的な業
務が推進できた。また、
各種研修への積極的な参
加が図られ、参加者数の
増加につながった。

現状維持

　内外研修等への積極的
な参加を促すと共に、今
後も様々な研修を受講で
きる環境整備に努め、各
職員の賦課徴収能力向上
を図っていく。
　また、研修で学んだこ
とを自己完結だけに終わ
らせず、伝達研修をする
など情報共有をし、税務
職員全体の能力向上に努
め、適正で効率的な業務
運営を図っていく。

市民税課
賦課関係
事業

公正・適正な賦課業務を迅速か
つ効率的に執行することによ
り、市税政への信頼と税財源の
安定的確保に取り組みます。

特別徴収によ
る納税の推進

税財源の安定確保を図る
ため、特別徴収による納
税義務者数を指標としま
す。

90,000
（人）

95,862
（人）

・三重県下全市町で特別
徴収の一斉指定実施
・普通徴収希望給報に対
する事前特徴通知を477
事業所へ発送（30年3・
4月）
・広報、他団体会報誌、
チラシ発送、税理士会訪
問等実施

4

　情報システムの積極的
活用が図られ、効率的な
課税業務のもとで、個
人・法人市民税、軽自動
車税等について、課税客
体の把握に努め、的確に
市税財源を確保すること
ができた。
　また、平成２６年度か
らの個人住民税の特別徴
収義務者一斉指定に伴い
積極的な啓発活動を行っ
た結果、普通徴収希望給
報に対する事前特徴通知
が減少し、特別徴収によ
る納税義務者も増加し
た。特別徴収実施率にお
いては、９０．５％を達
成し、高い実施率を維持
できた。特に、平成２８
年度からは公的年金から
の特別徴収を徹底し、更
なる税収確保に努めた。

現状維持

　今後についても、課税
客体の把握、市税財源の
確保に努め、国税連携に
よる効率的な課税業務を
推進する。
　また、収税課等との連
携の下、給与所得者の特
別徴収の高い実施率を維
持する。

資産税課
　賦課関
係事業

　市内に所在する土地、家屋及
び償却資産を所有するものに対
して、「固定資産評価基準」に
基づき、課税客体の的確な把
握、調査、評価を行い、固定資
産税及び都市計画税の課税を
行っております。
　固定資産税等は本市の基幹税
であり、安定した税収確保は、
各種行政サービスを行っていく
上で不可欠であることから、納
税者の理解を図りながら、継続
して適正かつ公平な評価及び課
税が実現できる取り組みを展開
します。

審査申出及び
審査請求の件
数

　安定した財源の確保の
ためには、適正かつ公平
な賦課を図るとともに、
納税者からの信頼の確保
が必要です。
　信頼を把握するための
ひとつの指標として、地
方税法の規定による審査
の申出及び行政不服審査
法の規定による異議申立
て(H２８から審査請求に
一元化)の件数を、また適
正かつ公平な賦課である
ことを示す指標として、
申立ての結果、認容と
なった件数の割合を用い
ます。

審査申出
０件

（認容件
数の割合

０％）
審査請求

０件
（認容件
数の割合
０％）件

審査申出
４件

（認容件
数の割合

０％）
審査請求

０件
（認容件
数の割合
０％）件

　信頼を把握する指標と
なる審査の申出が４件、
審査の請求は０件でし
た。
　審査決定に不服があり
係争中の案件が１件あり
ますが、適法かつ適正な
評価に基づく公平な賦課
であったと認識していま
す。

4

　市税における基幹税で
ある固定資産税は、地方
税法に規定された「固定
資産評価基準」に基づき
決定することになります
が、課税対象となる土地
や家屋等の評価及び賦課
につきましては、職員の
自主的な判断が求められ
ることが少なくありませ
ん。そこで、プリセプ
ターによる専門的知識の
承継及び現場での経験を
重ねること等により、職
員のスキルアップを図る
中で、課税対象物件及び
対象者を正確に把握する
とともに、納税者に対す
る説明責任を果たし、適
正な評価及び公平な課税
を行うことができまし
た。
　今後とも、健全な財政
運営及び財源確保のた
め、継続して事業を進
め、市の基幹税目として
の役割を果たしていきま
す。

現状維持

　固定資産税は、市税に
おける基幹税としての役
割を担っており、その基
礎となる固定資産評価事
務は、技術的に非常に高
い専門的知識と経験が要
求されます。
　そのために、研修会等
への積極的な参加、事務
マニュアルの作成などに
より、職員の課税実務に
関するスキルアップ、評
価技術の共有や継承を図
り、税に対する納税者の
信頼性確保に努めていき
ます。
　また、配布物やPR関係
については分かりやすさ
に重点を置いた内容の充
実、固定資産評価・課税
の仕組みについてはより
一層丁寧な説明に努め、
納税者から十分な理解を
得られるよう、あらゆる
機会をとらえて周知を
図っていきます。
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指標名 指標設定の考え方 目標値 実績値 数値以外の目標 目標に対する実績等の分析 評価 所見
平成30年
度以降の事
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課等名 中事業名 事業の目的

成果指標（平成29年度） 事業の評価

収税課
徴税関係
事業

市財政の根幹を担う「税収の確
保」と「税の公平性」を堅持す
るため、文書・電話等を活用し
た自主納付への働きかけを行う
と共に、滞納者に対しては組織
一丸となって厳正な滞納処分を
行っていきます。
　また、納税者の利便性向上、
行政サービスの充実を図るた
め、時代に応じた納税方法の調
査・研究を行い、有効性の認め
られるものについては実現に向
け取り組んでいきます。

収納率

行財政改革後期実施計画
平成２７年度目標　現年
度収納率９８．７％　過
年度分収納率２３・０％
と掲げています

98.9% 99.2%

厳正な納付指導と津
市納税催告センター
による自主的納付の
呼びかけなどを行
い、現年度分の滞納
を減らすことにより
安定的な財源を確保
します。

納付指導を中心として取
り組んできた徴収事務と
津市納税催告センターに
よる自主的納付の呼びか
けの成果により、現年度
分の収納率を向上させる
ことができました。滞納
繰越分については、滞納
整理を進めた結果、高額
案件が減少し、少額困難
案件が増加したため前年
に比べ若干収納率が下が
りました。

4

  税収の確保と税の公平
性を堅持するため現年度
分については、厳正な納
付指導、津市納税催告セ
ンター(電話催告)による
自主的納付の呼びかけに
より目標の徴収率を達成
できました。また、滞納
繰越分は、自力執行権の
行使である滞納処分によ
り、滞納額の縮小を図る
と共に、三重地方税管理
回収機構への市県民税・
固定資産税等の効果的な
移管を行いました。ま
た、納税者への利便性の
向上を図るために、督促
状でのコンビニ等での支
払いやクレジット収納等
での納税の導入について
検討を進めました。

拡充・充
実

　税収の確保と税の公平
性を堅持するため、現年
度分については、厳正な
納付指導、津市納税催告
センターによる自主的納
付の呼びかけを継続し、
引き続き９９.0％以上の
徴収率を目指します。ま
た、滞納繰越分は、自力
執行権の行使である滞納
処分により、滞納額の縮
小を図ると共に、三重地
方税管理回収機構への市
県民税・固定資産税等の
効果的な移管を行いま
す。また、納税者への利
便性の向上を図るため
に、督促状でのコンビニ
等での支払の導入、さら
にクレジット収納等の導
入について検討を進めて
いきます。

特別滞納整
理推進室

徴税関係
事業

　特別滞納整理推進室は、税の
手法を活用して効率的かつ効果
的な徴収に取り組む組織として
平成２３年４月に設置され、現
在、市税、国民健康保険料
（税）、介護保険料、保育所入
所負担金、後期高齢者医療保険
料,下水道受益者負担金・分担金
の高額・困難債権を各担当課か
ら引き受け滞納整理に励んでい
ます。
　滞納整理にあたっては、全て
の債権が各担当課で徴収できな
かった困難事案であることか
ら、国税徴収法や地方税法と
いった各種法律を駆使し、厳正
なる姿勢で各種調査、差押処分
などを行うことによって、平成
２３年度から平成２９年度まで
の７年間で延べ６，８８０件、
約３４億１，７７０万円の滞納
債権を回収しました。
　また、徴収業務以外にも各担
当課徴収職員の研修や指導も
行っており、担当課自体の徴収
能力向上にも併せて努めており
ます。

徴収率

　国民健康保険料、介護
保険料、保育所入所負担
金、後期高齢者医療保険
料、下水道受益者負担
金・分担金について、室
での引受期間（概ね１
年）内に引受債権全体で
徴収率２０％以上をめざ
します。(公課のみ）
　※市税については、収
税課と一体的な目標値と
なるため、室としては専
属の公課について独自目
標を立てています。

20%

<平成29
年3月末現

在>
平成28年

度引受
53.9％

平成29年
度引受

33.9％

　滞納整理が進み、各債
権共に少額化し、徴収が
困難となる事案が多く
なっているが、平成２９
年度においては全体的に
堅調に徴収することがで
きた。他の債権と比べる
と後期高齢者医療保険料
の収納率が低いが、既に
債権差押を行っているも
のの租税優先で取立に
至ってない事案が多いた
めであり、今後は収納率
も向上すると見込んでい
る。

4

　室設置から８年目を迎
えるが、平成２９年度も
約４億８，４９２万円の
高額・困難債権を徴収
し、室設置以来の総計で
約３４億１，７７０万円
を超える徴収実績が出せ
た。新規採用職員の配置
など体制的に厳しい状態
が続くが、職員育成に力
を入れてきた結果、滞納
事案の少額化など困難事
案が増加している中で
も、徴収額・徴収率共に
前年度以上の成績を収め
ることができた。

現状維持

　室の設置効果について
は、各担当課の滞納繰越
金における徴収率アップ
という形で確実に現われ
ており、各担当課職員の
滞納整理も相乗効果で
年々レベルが向上してい
る。
　また、高額の滞納案件
については市税を中心に
年々減少傾向が見られる
ため、引き受け基準を緩
和しながら年間800～
900件程度の移管を今年
度も引き受け、更なる滞
納縮減に努めるととも
に、担当課徴収職員に対
する研修・指導等も引き
続き行っていく。
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成果指標（平成29年度） 事業の評価

財産管理課
公有財産
管理事業

　各施設所管が施設管理を円滑
に実施できるよう、市有財産の
総括管理の一環として損害保険
に関する事務、公共施設等から
排出される廃棄物の収集運搬・
処分に関する事務、土地取得等
審査委員会事務局として取得又
は処分に係る総合調整事務等を
行っている。
　また、このほか、津市公共施
設等総合管理計画の推進、未利
用地の売却による歳入確保に向
けた取り組みを行っている。

津市公共施設
等総合管理計
画の推進

今後の公共施設のあり方
の基本的な方針となる公
共施設等総合管理計画を
策定することとしてお
り、この計画の策定を成
果指標とした。

津市公共施設等総合
管理計画に基づき公
共施設の最適化を図
るための共通方針及
び施設整備指針の作
成を行う。
また、実行力ある最
適化を目指してエリ
ア的再編計画を施設
所管からなるプロ
ジェクトチームで作
成し、全庁的な場
（津市公共施設等総
合管理計画推進会議
及び同コア会議）で
協議を行う。

集会施設、消防署所、消
防団施設、資料館等、本
庁舎及び保健センターに
係る整備指針並びに管理
計画を推進するための共
通方針を作成し、公表し
た。
また、津市公共施設等総
合管理計画推進会議を8
回開催し、放課後児童ク
ラブ、コミュニティ施
設、公民館、消防署など
の整備について、方向性
を示した。

4

　6施設区分の整備指針
及び共通方針を作成する
とももに、予算協議に先
立ち、各種施設整備事業
の方向性を公共施設等総
合管理計画推進会議で決
定することができた。
　また、未利用土地を売
却することにより
53,905千円の歳入確保
を図ることができた。

拡充・充
実

津市公共施設等総合管理
計画に基づき、引き続き
公共施設の総量と配置の
最適化に向けた取り組み
を進めます。
また、同計画に基づき、
国から策定要請のある個
別施設計画の策定に着手
し、平成31年度前半の完
成を目指します。

財産管理課
車両管理
事業

 　職員が、車両を安全に運行で
きるよう、車両管理の総括、車
両の損害保険、集中管理車両の
有効かつ効率的な管理及び配
車、車両の運行に係る事故防止
対策に関する事務を行ってい
る。

集中管理車両
の適正管理及
び効率的運行

業務が円滑に進められる
よう集中管理車両を良好
な状態を保つとともに、
適正管理により効率的な
運行を確保することを指
標とする。

点検の実施等によ
り、不具合の発生を
未然に防ぐとともに
車両を良好な状態に
保つ。
誰もがいつでも公用
車を使用できるよう
環境を整備する。

点検の実施等により、不
具合の発生を未然に防ぐ
とともに、初年度登録か
ら１７年以上経過した車
両を対象とし、走行距
離、車両の状態等の調査
の結果、７台の公用車を
更新し、車両を良好な状
態に保つことができた。

3

　集中管理車両の走行に
支障がないよう適切な維
持管理を行うことができ
た。また、全職員を対象
とした安全運転講習会、
新規採用職員等を対象と
した交通安全運転研修
会、消防職員を対象とし
た研修会を実施するとと
もに、交通事故を起こし
た職員を対象とした安全
運転適性講習等を行った
ことにより、公用車の安
全運転に対する意識の向
上を図ることができた。

現状維持

　引き続き、集中管理車
両の適正な維持管理を行
い、限られた車両を効率
的に運行するための管理
を行うことにより、円滑
な業務執行に資すること
ができるよう努めます。
　また、公用車での交通
事故発生も少なくないこ
とから、安全運転講習会
等を通じて、交通事故防
止に対する意識の啓発に
努めるとともに、ドライ
ブレコーダーの設置や衝
突被害軽減装置搭載車両
の導入など、ハード面か
らも事故防止を図りま
す。

財産管理課
庁舎維持
管理事業

　来庁者の方が安全に安心して
利用していただけるよう、ユニ
バーサルデザイン化やバリアフ
リー化を図るとともに、本庁舎
等における施設環境の整備及び
適正かつ効率的な維持管理に努
める。

庁舎等の適正
な維持管理

本庁舎等における施設環
境の整備及び適正かつ効
率的な維持管理を行うこ
とを指標とします。

ユニバーサルデザイ
ンやバリアフリー化
を踏まえ、本庁舎等
における施設環境の
整備及び適正かつ効
率的な維持管理を行
う。

本庁舎等において、空調
管理による電気使用量の
削減に努めるとともに、
施設環境の整備及び適正
かつ効率的な維持管理を
行うことができた。

3

　本庁舎において、施設
の修繕、改修工事や各種
点検業務及び空調設備の
運用などの管理業務を遂
行することにより、庁舎
の適正な維持管理を行う
ことができた。
　また、本庁舎大規模改
修計画を策定することに
より、改修項目の選定並
びに具体的な施工方法等
の検討を行い、円滑な工
事実施に向けた取組を進
めることができた。

現状維持

　平成３０年１月に策定
した本庁舎大規模改修計
画に基づき、平成３０年
度に実施設計を行い、平
成３１年度から３年間で
大規模改修工事を実施す
る予定であり、工事が円
滑かつ効率的に実施でき
るよう取り組みを進めま
す。
　また、空調設備等の適
切な管理を行うことによ
り、維持管理経費の縮減
に努めます。
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財産管理課
庁舎整備
事業

　本庁舎を補完するため、本庁
舎周辺の施設整備事業として、
旧県営住宅跡地へ津市応急クリ
ニック及び教育委員会庁舎とな
る新施設の整備事業を推進す
る。
　また、旧裁判所官舎跡地へ津
北工事事務所を建設するため
に、旧裁判所官舎の解体を行
う。

　※平成２８年度に応急クリ
ニック及び教育委員会庁舎建設
並びに旧裁判所官舎の解体完了

救急医療体制の確立と本
庁舎を補完する事務所機
能の整備を指標としま
す。

※現在のところ、実
施予定事業はありま
せん。

廃止

　応急クリニック及び教
育委員会庁舎の竣工に伴
い当該事業は廃止します
が、今後において必要な
事業が発生した場合には
適切に対応していきま
す。

検査課
検査事務
事業

  　公共工事における厳正かつ
的確な検査の実施のため、工事
検査要綱に基づき、公共工事が
契約図書等により適正に施行さ
れ、品質等が確保されているか
を検査します。さらに、工事成
績評定を行うことにより、受注
者の指導育成を図り良質な社会
資本を確保します。

工事検査実施
率

事業担当課よりの検査依
頼件数に対する適正な検
査実施件数の割合を表す
工事検査実施率を指標と
します

100% 100%

工事件数は昨年度ほぼ同
じ件数であり、調達契約
課と連携して、発注計画
の平準化を呼び掛けては
いたものの、依然とし
て、年末、年度末に完成
検査が集中する状況が続
いているが、第３機関、
兼任・併任検査員との連
携により適正に検査事務
事業が実施できた。
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　今年度についても年度
末に検査が集中したが、
兼任・併任検査員の増員
及び、工事成績採点基準
等に関する説明会の開催
により、検査体制の強化
充実を図り、適正に検査
を実施することができ
た。

現状維持

減少傾向にある機械・電
気部門の検査員への対応
として、予算措置により
第３者機関への検査委託
数を増加して行ったこと
により各部門の検査につ
いて適正に検査事務事業
が実施出来たが、今後に
ついても機械・電気部門
の検査員の増員が見込め
ないことから継続して第
３者機関を利用した検査
体制を行う。
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